
24年４月１日から
五十崎地区の水道料金が変わります
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【量水器口径 20㍉】

使用
水量

（㎥）

水道使用料
（円）

使用
水量

（㎥）

水道使用料
（円）

使用
水量

（㎥）

水道使用料
（円）

0 ～ 8 891 30 3,851 52 7,171
9 1,021 31 4,001 53 7,331

10 1,151 32 4,151 54 7,491
11 1,281 33 4,301 55 7,651
12 1,411 34 4,451 56 7,811
13 1,541 35 4,601 57 7,791
14 1,671 36 4,751 58 8,131
15 1,801 37 4,901 59 8,291
16 1,931 38 5,051 60 8,451
17 2,061 39 5,201 65 9,251
18 2,191 40 5,351 70 10,051
19 2,321 41 5,501 75 10,851
20 2,451 42 5,651 80 11,651
21 2,591 43 5,801 85 12,451
22 2,731 44 5,951 90 13,251
23 2,871 45 6,101 95 14,051
24 3,011 46 6,251 100 14,851
25 3,151 47 6,401 200 32,851
26 3,291 48 6,551 300 50,851
27 3,431 49 6,701 400 68,851
28 3,571 50 6,851
29 3,711 51 7,011

○料金早見表
【量水器口径 13㍉】

使用
水量

（㎥）

水道使用料
（円）

使用
水量

（㎥）

水道使用料
（円）

使用
水量

（㎥）

水道使用料
（円）

0 ～ 8 818 30 3,778 52 7,098
9 948 31 3,928 53 7,258

10 1,078 32 4,078 54 7,418
11 1,208 33 4,228 55 7,578
12 1,338 34 4,378 56 7,738
13 1,468 35 4,528 57 7,898
14 1,598 36 4,678 58 8,058
15 1,728 37 4,828 59 8,218
16 1,858 38 4,978 60 8,378
17 1,988 39 5,128 65 9,178
18 2,118 40 5,278 70 9,978
19 2,248 41 5,428 75 10,778
20 2,378 42 5,578 80 11,578
21 2,518 43 5,728 85 12,378
22 2,658 44 5,878 90 13,178
23 2,798 45 6,028 95 13,978
24 2,938 46 6,178 100 14,778
25 3,078 47 6,328 200 32,778
26 3,218 48 6,478 300 50,778
27 3,358 49 6,628 400 68,778
28 3,498 50 6,778
29 3,638 51 6,938

※量水器使用料・消費税を含む

※消費税を含む

種別 口径
（㍉）

１カ月使用料
基本料金 超過料金

基本水量 料金（円） 段階 使用水量 １㎥につき（円）

専用栓

13
・
20

一般用
８㎥まで 750

第１段階 ８㎥を超え20㎥まで 130
第２段階 20㎥を超え30㎥まで 140
第３段階 30㎥を超え50㎥まで 150
第４段階 50㎥を超え100㎥まで 160
第５段階 100㎥を超えるもの 180

25

一般用

1,100 第１段階 １㎥を超え20㎥まで 110
30 1,200 第２段階 20㎥を超え30㎥まで 130
40 1,800 第３段階 30㎥を超え50㎥まで 140
50 2,200 第４段階 50㎥を超え100㎥まで 150
75 3,600

第５段階 100㎥を超えるもの 150
100 6,600
13

湯屋用

750

第１段階 １㎥につき 130

20
25 1,100
30 1,200
40 1,800
50 2,200
75 3,600

100 6,600
共用栓 専用栓に同じ

○24年５月～ 27年４月請求分使用料

口径（㍉） １カ月使用料（円）
13 68
20 141
25 147
30 231
40 288
50 1,575
75 2,063

100 2,614

○量水器使用料

■変更後の水道料金

※これまでの使用料
・基本料金…588円
・超過料金…73円×２㎥＋ 123円× 10㎥＝ 1,376円
・量水器使用料…63円　　　　　　　合計　2,027円

○口径 13㍉・使用水量 20㎥の場合　（一般家庭の１カ月当たりの平均使用水量）

※激変緩和措置による使用料
・基本料金…750円
・超過料金…130円× 12㎥＝ 1,560円
・量水器使用料…68円　　　　　　　合計　2,378円

　23年 12月議会での承認を受け、内子町は 24年４
月１日から、五十崎地区簡易水道の内子町上水道への
統合を実施します。
　現在、同簡易水道の料金体系は「家庭用」「団体用」「営
業用」に分類した「用途別料金体系」ですが、統合に
伴い、水道メーターの口径の大きさに応じて料金を徴
収する「口径別料金体系」に変わります。

　急激な負担の増加を避けるため３年間（24年５月
～ 27年４月請求分）の激変緩和措置を行います。　
　今後も、内子町上水道の経営の健全化と安全で安心
な水道サービスの提供に努めていきますので、ご理解
とご協力をお願いします。ご不明な点があれば気軽に
お問い合わせください。

【問い合わせ】
建設デザイン課　上下水道対策班
☎０８９３（４４）６１５８

○量水器使用料

口径（㍉） １カ月使用料（円）
13 63
20 126
25 147
30 189
40 252
50 1,470
75 1,785

※消費税を含む

種別 用途
１カ月使用料

基本料金 超過料金
基本水量 料金（円） 使用水量 １㎥につき（円）

専用栓

家庭用 ８㎥まで 588
８㎥を超え10㎥まで 73

10㎥を超えるもの 123

団体用 18㎥まで 1,239
18㎥を超え20㎥まで 73

20㎥を超えるもの 101

営業用 ８㎥まで 777
８㎥を超え10㎥まで 73

10㎥を超えるもの 123

工場用 200㎥ま
で 14,742 200㎥を超えるもの 123

臨時用
プール用 45
その他 170

集会所
８㎥まで 462

８㎥を超え10㎥まで 73
公衆
トイレ 10㎥を超えるもの 123

消防
詰所 １カ月につき 157

○五十崎地区簡易水道給水使用料
（参考）これまでの水道料金


